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１【提出理由】

　2021年６月28日に開催された当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年６月28日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

１．資本準備金の額の減少の目的

繰越損失を填補し、財務戦略上の柔軟性および機動性を確保するため、会社法第448条第１項の

規定に基づき、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。

２．資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金444,629,211円のうち379,277,684円を減少さ

せ、その他資本剰余金に減少額の全額を振替えるものです。減少後の資本準備金の額は、

65,351,527円となります。資本準備金の額の減少の効力発生日は2021年６月29日です。

３．剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本準備金からその他資本剰余金に振替えられた379,277,684円

の全額を繰越利益剰余金に振替え、繰越利益剰余金の欠損を填補するものです。

①　減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金　　　　　　　　　379,277,684円

②　増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　　　　　　　　　379,277,684円

③　剰余金の処分の効力発生日

2021年６月29日

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新美司、伊藤真一、亀岡巧、稲本和彦の各氏

を選任するものであります。

 

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の取締役（監査等委員）として、田島清司、花井勉の両氏を選任するものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならび

に当該決議の結果

決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
決議の結果及び
賛成割合

第１号議案 58,408個 345個 － （注）１ 可決94.55％

第２号議案    

（注）１

 

新美　司 58,393個 362個 － 可決94.52％

伊藤　真一 58,426個 329個 － 可決94.57％

亀岡　巧 58,412個 343個 － 可決94.55％

稲本　和彦 58,288個 467個 － 可決94.35％

第３号議案    

（注）１

 

田島　清司 58,387個 368個 － 可決94.51％

花井　勉 58,404個 351個 － 可決94.54％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確

認できた議決権の合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本

株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ

ん。

 

以　上
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